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退職給付制度の一部終了に関するお知らせ 
 
 
 当社の退職給付制度は確定給付型の制度として、現在、基金型企業年金制度、規約型企業

年金制度及び退職一時金制度を設けておりますが、退職給付制度の安定的な継続、従業員の

ライフプランや就業意識の多様化への対応、財務上の不安定リスクの軽減を目的に退職給付

制度の見直しを段階的に進めております。 
その一部として、平成 26 年３月 25 日開催の取締役会において、規約型企業年金制度を終

了し、退職金規定の改定を行うことを決議いたしました。 
本制度の一部終了に伴う会計処理につきましては、「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用する予定であります。 
 なお、これによる業績に与える影響額につきましては、現在算定中であり未確定でありま

す。 
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